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野田市住民投票条例（案）に対する意見募集の結果について 

 

 

 パブリック・コメント手続によって寄せられた意見と市の考え方･対応は、次の

とおりです。 

 

１ 政策等の題名 

野田市住民投票条例（案） 

 

２ 意見の募集期間 

平成２２年１２月１６日（木）から平成２３年１月１７日（月）まで 

 

３ 意見の募集結果 

①提出者数・意見数  ２８人 １０７件 

②提出方法 直接持参 ２人 １４件 

 郵送 １人 １件 

 ＦＡＸ ３人 １７件 

 Ｅメール ２２人 ８１件 

③政策等に反映した意見   １６件 

 

４ 意見の概要と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

第２条 定義 

１ 

～  

３ 

「署名等」の定義の中に、「署名

押印することに併せ、署名年月日、

住所及び生年月日を記載すること

をいう。」とあるが、「生年月日」

は不要である。 
（同意見 2件）

「野田市住民投票条例の制定

に関する基本方針」にあるとおり、

署名及び署名の効力の審査手続

は、地方自治法第74条に規定する
条例制定請求権の例によることが

最も公正かつ確実な方法であると

考えておりますので、案のままと

します。 

修正無し 

第３条 住民投票に付することができる重要事項  
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

４ 市政運営上重要な条例は、議会

の判断だけでなく住民全体の意思

を確認する必要があるため、（2）
に「ただし、直接請求が議会で否

決等された場合には、条例の制

定・改廃については住民投票を発

議することができる。」を加える

べきである。 

地方自治法の規定に基づく直接

請求と住民投票とは、制度の趣旨

が異なりますので、ご意見を踏ま

え、（ ）書きを加えます。 

■修正後 

法令の規定に基づき住民投票その

他選挙権を有する者が直接請求を

行うことのできる事項。（地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）

第７４条第３項の規定により議会

に付議した条例の制定又は改廃の

請求であって、議会がこれを否決

した場合における当該請求に関す

る事項を除く。） 

修正有り 

５ 市に予算、組織及び人事に関す

る事項は、市長の執行権を前提と

するものではあるが、住民による

政策判断を伴う場合もあると考え

られるため、（3）に、「ただし、
住民による政策判断が必要である

と議会が判断した場合はこの限り

ではない。」を加えるべきである。

予算編成権、組織又は人事権に

関する事項は、市長の専権事項と

なっていることから、住民投票の

対象にすることは馴染まないと考

えますので、案のままとします。 

なお、予算を構成する事務事業

には、重要事項となりうる事項も

あると考えております。 

修正無し 

６ 特定の地域だけでなく、特定の

住民の利害に大きく関わることも

考えられるため、（4）を、「専ら
特定の住民又は地域に関する事

項。」と修正すべきである。 

特定の個人に関することは、住

民投票に付するべきでないことは

明らかなので、除外事項に「特定

の市民」を追加します。 

■修正後 

専ら特定の市民又は地域に関す

る事項 

修正有り 

７ この規定は市長に大きな裁量を

与えることになるため、議会が関

与するしくみが必要であるため、

（5）に、「ただし、住民投票に付
することが適当でないと判断する

場合は、理由を公表し議会の同意

を求めなければならない。」を加

えるべきである。 

請求の却下に不服がある場合に

は、行政不服審査法の規定に基づ

く不服申し立て等をすることがで

きますので、案のままとします。 

修正無し 

第４条 請求資格者 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

８ 請求資格者に永住外国人を入れる

こと。 

 請求資格者の要件は、公職選挙

法に規定する選挙権と同一とする

ことが適当と考えており、永住外

国人参政権については、賛否両論

がありますので、国における判断

を待ちたいと考えております。し

たがって、案のままとします。 
 

修正無し 

第５条 実施の請求等 

９ 市民請求の要件である請求資格

者の総数の10分の１以上では要件
が低すぎる。悪用・乱用がされな

いよう、最低でも4分の1から3分
の1以上は必要。 

修正無し 

10 

～  

11 

市民請求の要件は、最低でも4
分の１以上はないと、住民の意思

を反映できると言えるか疑問であ

る。 （同意見 1件） 

修正無し 

12 

～  

13 

市民請求の要件である請求資格

者の総数の10分の１以上では要件
が低すぎる。５分の１から３分の

1以上とハードルを高くしてほし
い。 （同意見 1件） 

修正無し 

 

14 市民請求の要件である請求資格

者の総数の10分の１以上では要件
が低すぎる。もう少しハードルを

上げるべきである。 

修正無し 

15 「請求資格者は、その総数の12分
の1以上…」と修正すべきである。

修正無し 

16 

～  

17 

必要署名数のハードルを低くし

て13分の1以上（1万人程度）に下
げるべきだ。 （同意見 1件） 

 署名要件を低く設定すると、制

度の濫用の危険があるとともに、

市民全体の関心が低いため、投票

率が低くなることが懸念されます

ので、市議会議員選挙の投票率が

50％を下回る状況では、住民投票
の実施には、一定の署名要件を設

ける必要がありますが、高すぎて

も、市民の関心の高い重要事項に

ついて意見を聴くこととした制度

の趣旨に反すると考えます。 
 このため、「野田市住民投票条

例の制定に関する基本方針」素案

では、「8分の1以上」としました
が、まだ高すぎるとのご意見を踏

まえ、｢10分の1以上｣とし、同時
に署名収集に必要な期間を確保す

るため、署名運動期間を3か月と
するよう修正した経緯があります

ので、案のままとします。 
 修正無し 

18 

～  

20 

市長提案に議会の同意を義務付け

るべきである。 

（同意見 2件）

修正無し 

21 市長提案は、議会の承認を得るべ

きである。 

住民投票は、市民、議会、市長

が住民自治の推進のため、直接、

市民の意思を確認する必要がある

場合の制度であり、この点におい

て３者は対等であると考えており、

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

22 

 

市長の提案権は必要ない。 

 市長は、二分した意見をどうし

ても市民に問いたいのであれば、

辞職して選挙で市民に問うことも

できる。 

修正無し 

23 

～  

24 

市長の提案権は必要ない。 
（同意見 1件）

修正無し 

25 

～  

29 

議会の請求権や市長の提案権は必

要ない。 

 
（同意見 4件）

それぞれに実施の請求ができるこ

ととしています。 

また、市長提案における議会の

同意についても、３者が対等とい

う観点からすると適当でないと考

えます。 

したがって、案のままとします。 

なお、市長の住民投票提案権は、

市政に係る重要事項について市民

の意思を確認し、その結果を尊重

するために認められる権限である

のに対し、選挙は自らの公約を実

現するために立候補するものであ

り、同列に論ずべきものではない

と考えます。 

修正無し 

30 住民から「市民請求」があれば、

議会及び市長は「住民投票」を必

ず実施しなければならないとすべ

きである。 

ご意見のとおり、第12条第1項

において、市長は市民請求を受理

したときは、住民投票の実施を決

定するとしております。 

修正無し 

第９条 署名等の収集 

31 代理署名は、実際にはかなりデ

リケートな問題を起こすものと予

想されるので採用には反対である。

「野田市住民投票条例の制定

に関する基本方針」にあるとおり、

署名及び署名の効力の審査手続

は、地方自治法第74条に規定する
条例制定請求権の例によることが

最も公正かつ確実な方法であると

考えておりますので、案のままと

します。 

修正無し 

第１１条 署名等の審査等 

32 

～  

33 

「関係人」は不要。第２項の関係

人とすることは縦覧者を限定する

ことになり、複雑な問題を生じる

ことになると予想される。 

 また、「関係人」は意味不明で

誤解を招く恐れがある。 
（同意見 1件）

「野田市住民投票条例の制定

に関する基本方針」にあるとおり、

署名及び署名の効力の審査手続

は、地方自治法第74条に規定する
条例制定請求権の例によることが

最も公正かつ確実な方法であると

考えておりますので、案のままと

します。 

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

第１２条 実施の決定 

34 第12条第1項において、市民請
求又は議会請求を受理したとき

は、住民投票の実施を決定し、そ

の旨を請求代表者又は議会の議長

に通知しなければならないとして

いるが、通知期間を明記すべきで

はないか（5日前後か）。 

速やかに事務手続きを行うのは当

然のことですので、ご意見のとお

り修正します。 
■修正後 

当該請求を受理した日の翌日か

ら起算して５日以内に、住民投票

の実施を決定し、その旨を請求代

表者又は議会の議長に通知しなけ

ればならない。 

修正有り 

35 第12条第2項において、市長は、
住民投票の実施を決定したとき

は、直ちにその旨を告示しなけれ

ばならないとあるが、告示期間を

明記すべきではないか（3日前後
か）。 

告示は行為を表すもので、期間を

定めて行うものではありませんの

で、案のままとします。 

修正無し 

第１３条 投票資格者 

36 

～  

45 

投票資格者についての市の考え方

に賛同する。国籍・年齢要件につ

いては、成人の日本人に限られて

おり、常識的な判断だと思う。（同

意見 9件）

修正無し 

46 

～  

49 

投票資格者に外国人も入れるべき

である。 

（同意見 3件）

修正無し 

50 

～  

51 

投票資格者は18歳以上に拡大すべ

きである。 

（同意見 1件）
 

請求資格者の要件は、公職選挙

法に規定する選挙権と同一とする

ことが適当と考えており、永住外

国人参政権については、賛否両論

がありますので、国における判断

を待ちたいと考えております。 
また、年齢要件については、平

成22年5月18日に施行された日本
国憲法の改正手続に関する法律第

３条は、「日本国民で年齢満１８

年以上の者」が投票権を有すると

規定しています。しかし、附則第

3条では、選挙権についても「満
１８年以上」となるまでの間は、

「満２０年以上」とするとしてお

りますが、現在のところ公職選挙

法の改正はされておりません。し

たがって、案のままとします。 

修正無し 

52 

～  

54 

基本方針を読むと投票資格に日本

国籍を規定してあるが、肝心の条

例案には国籍の規定が見当たりま

条例案の第13条第1項において、
投票権を有する者は、「公職選挙

法第9条第2項の規定により、本市

修正無し 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

せん。国籍規定を明記してくださ

い。 

（同意見 2件）
 

 

の議会の議員及び市長の選挙権を

有する者」としており、公職選挙

法では、選挙権を有する者を「日

本国民」としていることから、明

記しておりません。 
したがって、案のままとします。 

第１４条 投票日 

55 

～  

56 

「住民投票実施の告示の日から起

算して90日を超えない範囲内にお

いて住民投票の期日を定める。」

と修正すべきである。 

（同意見 1件）

修正有り 

57 

～  

62 

選挙との同日投票とせず、単独投

票にすべきだ。 

（同意見 5件）

住民投票を単独で実施すること

による経費増や投票率アップの効

果などを勘案すると、選挙との同

日実施が望ましいと考え、「野田

市住民投票条例の制定に関する基

本方針」素案では「告示の日から

60 日経過後に行われる直近の選
挙の期日に合わせて投票期日を定

める。」としましたが、ご意見を

踏まえ、条例素案では、「告示の

日から起算して３０日を経過した

日から１８０日を経過した日まで

の間の最初の選挙の期日と同じ日

を住民投票の期日（以下「投票日」

という。）とするものとする。」と

しましたが、緊急性への対応をよ

り明確にするため、次のとおり修

正します。 
■修正後 
告示の日から起算して３０日を経

過した日から９０日を経過した日

までの間の最初の選挙の期日と同

じ日を住民投票の期日（以下「投

票日」という。）とするものとす

る。 
 

修正有り 

63 「投票日を定めたときは、当該投

票日を当該投票日の20日前までに
告示しなければならない。」に修

正 

国政選挙と地方選挙でも告示日

は異なりますので、ご意見のとお

り修正します。 

■修正後 

当該投票日の20日前までに告示

修正有り 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

しなければならない。 

 

第２２条 情報の提供 

64 

～  

65 

（条例案） 
「･･･市民が政策案を理解するた

めに求める必要な情報の提供を行

うものとする。」 
・ 「求める」は削除する。 
・ 「提供を行うものとする」は

「提供を行わなければならな

い」に修正する。 
条例案であると、市民が求めな

かった場合は、必要な情報の提供

を行わなくても良いとも解釈でき

る。2つの修正を合わせると、市
民が政策案を理解するために必要

な情報を必ず行わなければならな

いという意味になる。 
（同意見 1件）

この条文は、市が有する情報を

整理した資料を一般の閲覧に供す

るほか、必要な情報提供を行うこ

とを定めたものであり、市民から

求められた場合のみ、情報提供を

行うということではありません。 
ただし、ご意見を踏まえ、次の

とおり修正します。 
■修正後 
市長は、投票資格者の投票の判

断に資するため、住民投票事項に

係る市が保有する情報を整理した

資料を一般の閲覧に供するほか、

市民が政策案を理解するために必

要な情報を提供しなければならな

い。 

修正有り 

66 市の重要事項であることから、

市長は主権者である市民と向き合

い、事前理解を深める姿勢が不可

欠であるため、「市長は、･･･理解

するために必要な情報を分かり易

く提示するとともに、市民と自由

に意見交換して事前理解を深める

場づくりを行わなければならない。

（説明会、タウンミーティング）」

に修正。 

市長が、住民投票を実施する重

要事項につい賛成反対の意見を表

明することは当然ですが、この規

定は、市としての情報提供に関す

る規定であることから、その立場

での中立性を求められますので、

案のままとします。 

 

修正無し 

67 住民投票の実施に際しては、必

要な情報の提供を公平に提供する

等の加筆を望む。 

第22条第2項において、公平性
を確保するため、情報の提供に当

たっては、「中立性を保持しなけ

ればならない」としておりますの

で、案のままとします。 

修正無し 

第２４条 結果の尊重 
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№ 意見の概要 市の考え方 案の修正

68 成立要件は、投票資格者総数の

3分の1から2分の1以上は必要であ
る。 

修正無し 

69 

～  

70 

最低でも成立要件は、3分の１
以上ないと住民意思が反映できる

とは言えるか疑問である。 

（同意見 1件）

修正無し 

71 成立要件は絶対に必要である。

「投票数の賛否のいずれか過半数

の結果が、投票資格者総数の5分
の1以上をもって成立する。」を提
案する。 

修正無し 

72 「議会及び市長は、住民投票の結

果、有効投票数の過半数の結果が

投票資格者総数の10分の1（また
は9分の1～7分の1でも良い）以上
に達したときは、市民の意思を尊

重しなければならない。」に修正 

修正無し 

73 投票率が過半数に達しなけれ

ば、その住民投票は不成立にする

べきと考える。 

修正無し 

74 

～  

76 

成立要件を設けるべきである。 

（同意見 2件）

「野田市住民投票条例の制定

に関する基本方針」のとおり、成

立要件の設定はボイコット運動を

誘発することが懸念されるととも

に、市議会議員選挙の投票率が

50％を下回る現状においては、成
立要件を設けることは適当でない

と考えています。 

なお、署名要件を一定の水準に

設定し、選挙と同日に実施するこ

とにより、投票率の向上につなが

るものと考えます。 

したがって、案のままとします。 

修正無し 

77 本条例の目的である「直接、市

民の意思を市政に反映させるた

め」からすると、住民投票の結果

について「市民の意思を尊重しな

ければならない」程度の効力しか

無いのであれば本条例の意味が無

いに等しいと思う。投票結果によ

ってレベル分けをするべきと考え

る。 

例えば、50％＜意思≦60％：「尊
重」、60％＜意思：「従う」。 

条例に基づく住民投票制度に法

的な拘束力を持たせることは、地

方自治法との関係で違法であると

いうのが通説ですので、案のまま

とします。 
なお、「尊重」とは、単に参考

とすることではなく、投票結果を

慎重に検討し、これに配慮しなが

ら意思決定することであり、その

意思決定については、十分な説明

責任を果たす必要があると考えま

す。 
 

修正無し 

第２６条 住民投票運動等 
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78 

～  

79 

「市民の平穏な生活環境を侵害

する行為」では表現が曖昧で、恣

意的な解釈も考えられるため、侵

害する行為を具体的な表現するか

又は削除する。（同意見 1件）

 条例で、逐一例示することは困

難なため、ご意見を踏まえ、規則

で具体的に例示します。 
■修正後 
夜間に街頭演説をすることその他

の規則で定める市民の平穏な生活

環境を侵害する行為 

修正有り 

80 

～  

89 

戸別訪問を禁止すべきでない。 

（同意見 9件）
戸別訪問は買収、利害誘導等の

温床になりやすく、投票も情実に

支配されやすくなるなどの弊害が

あることから、署名運動以外の戸

別訪問を禁止したものですので、

案のままとします。 

修正無し 

90 住民投票運動等は再検討が必要だ

と思う。 

ご意見の趣旨が定かではありま

せんが、再検討の必要はないと考

えます。 

修正無し 

第２７条 署名運動の罰則 

第２８条 賛成反対運動等の罰則 

91 

～  

97 

罰則規定を設けるべきではない。

（同意見 6件）
禁止行為の規定の実効性を担保

するために、あえて罰則規定を置

くこととしておりますので、案の

ままとします。 

 

 

修正無し 

98 ①第27条第1項第1号を下記のと
おり改める。 

「請求資格者または署名運動者に

対し、何らかの不当な行為をもっ

て署名の自由を妨害した時」 

②第1項第2号、第3号を削除する。
（提案理由） 

 素案第2号、第3号のように、執
拗に細かく成文化する必然性が理

解できない。 

修正無し 

99 ①第28条第1号を下記のとおり改
める。 
「賛成又は反対の何れかの投票を

させ、あるいは、させない目的を

罰則規定には、罰則に該当する

行為の構成要件を、具体的に規定

しなければなりませんので、案の

ままとします。 

 

修正無し 
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もって投票資格者又は賛成反対運

動者に対し何らかの不正・不当な

行為でその自由な投票を妨害した

時」 
②第2号、第3号、第4号、第5号、
第6号を削除する。 
（提案理由） 

この種の条例による住民投票結

果は、本来政策決定に強制力を伴

わない諮問型であるから、こと細

かく禁止・罰則規定を定めること

自体、極めて不自然なことである。

100 「この条例の施行に関し必要な事

項は、市長が定める。」とあるが

このことでも問題がある。 

修正無し 

101 「必要な事項は、市長が定める。」

とあるが、必要な事項とは何をさ

しているのかわからない。 

詳細な手続や関係様式等につい

ては、条例に規定せず規則に規定

するのが例規上の原則ですので、

案のままとします。 修正無し 

その他 

102 条文を「です・ます調」に修正 

 

「です・ます調」にするには、

法技術的な問題が大きいので、ご

意見を参考にさせていただきます。 

 

修正無し 

103 

～  

104 

住民投票条例の制定に反対であ

る。制定しようとする考え方が間

違っている。 

（同意見 1件）

修正無し 

105 市民は、責任ある一票を投じる

という方法で市政に参加してい

る。それ以上のことをするよう条

例で定めれば、直接民主制の採用

になってしまう。 

少子高齢化や社会情勢の変化に

伴い、自治体を取り巻く環境が急

激に変化し、市民ニーズや価値観

が多様化していく中で、市民の意

向に沿った市政運営を行っていく

ことが重要な課題となっています。 

また、地方分権の進展に伴う自

治体の自己決定権の拡充が進む中

で、住民福祉に重大な影響を与え

る可能性のある事項や、市民の間

修正無し 
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106 

～  

107 

この条例制定の緊急的必要性があ

るとは思えない。 

（同意見 1件）

で意見が大きく分かれる事項につ

いて、市民の意思を踏まえて政策

決定を行なっていくことが重要で

あると考えます。 

これらのことから、住民の意思

を市政に反映し、住民自治の推進

に資するため、市民本位の市政運

営、市民参加の重要な形態の一つ

として、必要な場合、迅速に同一

のルールで住民投票を行うことが

可能である常設型の住民投票条例

を制定するものです。 

修正無し 

 


